
令和８年度 第 1 回旭市部活動地域移行推進協議会　議事報告 

１　期　日　　　　　令和８年５月１９日（火）　　　　開会　午後２時３０分　　閉会　午後４時３０分 

 

２　場　所　　　　　旭市役所本庁舎３階　政策決定室 

 

３　出席者　　　　 加瀬　政美 （旭市スポーツ協会副会長） 

大橋　誠治 （旭市スポーツ推進委員協議会） 

柏木　雄裕 (NPO 法人スポーツアカデミー) 

渡辺　  晃 (旭市立第一中学校長)　 ※代理出席：阿部　達（同校 教諭） 

酒井　誠一 (旭市立第二中学校長) 

奥住　浩基　(旭市立海上中学校長) 

溝口　洋樹(旭市立干潟中学校長) 

岩瀬　忠久 (旭市立第二中学校教諭・吹奏楽部代表) 

山口　泰弘 (旭市 PTA 連絡協議会顧問) 

向後　依明 (教育長) 

飯島　正寛 (教育総務課長) 

遠藤　忠義 (教育総務課学校教育指導室長) 

佐野　唯生 (生涯学習課長) 

林  　甲明 (スポーツ振興課長) 

 

４　開会 

　・傍聴者　なし 

 

５　教育長あいさつ 

　・向後教育長あいさつ 

 

６　委嘱書の交付 

 

７　自己紹介 

 

８　旭市部活動地域移行推進協議会の設置および会長・副会長の選出 

　・本協議会の設置要綱の確認（事務局より説明） 

　・会長：　加瀬　政美委員 （旭市スポーツ協会副会長）　　副会長：　奥住　浩基委員 （旭市立海上中学校校長） 

 

９　報告事項 

前年度までの振り返りと今後の動きについて（事務局） 

 



１０　議題（協議事項） 

（１） 休日部活動地域移行の進捗状況について 

・９月までのスケジュール確認について 

・地域クラブ設置数と活動場所について 

・９月からの休日部活動の在り方について・内規について 

（２） 直営クラブの業務委託について 

（３） 認定クラブの要綱について 

（４） その他 

 

〇配付資料に基づき、事務局より説明 

【1. 地域展開・運営体制について】 

Q１： 直営クラブ（予定）の数について、運動部・文化部ともに現在の部活動数から大幅に削減されるという 

理解でよいか。 

A１： よい。市内に同一の部活動が存在する場合、それらを集約し、市全体で計画的に直営クラブを立ち上

げる方向で調整している。 

Q２： 指導体制について、現在のモデル事業では指導者が 3 名以上いても報酬が出るのは 2 名までで　　

ある。教員のボランティアに頼る状態は限界ではないか。 

A２： 令和 8 年 9 月からの本格実施に向け、実情に合わせた適正な指導者数と報酬のあり方を検討課題と

している。教員の兼職兼業や特業との併用を含め、指導者が意欲的に関われる柔軟な仕組みを模索

する。 

Q３： 大会前など、部活動（学校）と地域クラブの両立について、練習方針の線引きをどう考えるか。 

A３： 柔軟な内規を策定する予定である。上位大会の 2 週間前からは部活動としての練習を優先するなど、

現場の　顧問が種目特性に応じて判断できるよう、7 月の次回協議会までに運用案を提示する予定

である。 

【２. 受益者負担・経済支援について】 

Q１： 受益者負担（3,000 円程度）は人数規模に関わらず一律か。不公平ではないか。 

A１： 直営クラブは人数に関わらず一律の負担設定を想定しているが、頂いたご指摘を踏まえ、人数　規模

に応じた負担のあり方や、適正な受益者負担のあり方について検討を継続する。 

Q２： 困窮世帯への支援策は検討しているか。 

A２： 準要保護・要保護世帯に対しては、補助金等を活用し、費用負担が発生しないような形での支援策を

講じる方針である。                                        



【３. 認定クラブ・民間団体について】 

Q１：　認定されていない地域クラブが活動する場合の扱いはどうなるか。 

A１： 認定を受けていない民間クラブであっても、生徒の安全確保や質の担保の観点から、市が定める認定

要件に準じた適切な運営が求められる。また、今後の県小中体連大会への参加要件として「認定地域

クラブ」であることが求められる流れがあるため、周知を進める。 

Q２：　クラブ申請の要綱に記載されている「平日活動」についての記載が現状（休日展開）と合っていないよ

うだが。 

A２：  現在は休日活動が主体であることを踏まえ、申請書等の雛形や記載例を休日展開の実態に即したも

のへ修正することを検討していく。 

【４. 周知・情報管理について】 

Q１：　保護者や生徒に対して、部活動と地域クラブの変更点や疑問点について丁寧な説明が必要ではないか。 

A１： 制度への不安を解消するため、丁寧に情報を周知する方針である。学校現場（校長・教職員）と連携し、　

早い段階で正確な情報を保護者へ伝達できる体制を整えていく。 

Q２：　資料に教職員の個人名が記載されており、目的外使用の懸念がある。 

A２： ご指摘を重く受け止め、個人情報の取り扱いについては細心の注意を払い、今後は資料配付時のマス

キングや管理方法を徹底していく。 

 

１０　参加者より 

　　　　　　・北総地区エリアコーディネーター 

 

１１　その他 

・次回会議日程　　　　　　　　　令和８年７月３０日（木）午後２時 30 分から 

 

１２　閉会 

 


